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　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定によ

り、平成３０年度財政健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類を審査したので、その結果について次のとおり意見を提出します。



第１ 審査の対象 　１

第２ 審査の期間 　１

第３ 審査の方法 　１

第４ 審査の結果 　１

１ 算定対象会計 　２

２ 健全化判断比率 　３

（１） 実質赤字比率 　４

（２） 連結実質赤字比率 　５

（３） 実質公債費比率 　６

（４） 将来負担比率 　７

３ 資金不足比率 　８

第５ まとめ １０

「０.０」 ・・・・・・・・ 該当数値はあるが、単位未満のもの

「 △ 」 ・・・・・・・・ マイナス

「 － 」 ・・・・・・・・ 該当数値のないもの

「皆増」 ・・・・・・・・ 前年度に該当数値がなく、全額増加したもの

「皆減」 ・・・・・・・・ 当年度に該当数値がなく、全額減少したもの

３ 各表中の符号等の用法は、次のとおりである。

１ 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率は、表

２ 「ポイント」は、前年度の比率との比較である。

示単位未満を切り捨て、表中の増減率は、表示単位未満を四捨五入した。

凡　　　例

頁

目　　次



１　平成３０年度　健全化判断比率

２　平成３０年度　資金不足比率

第２　審査の期間

第３　審査の方法

　この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその

算定の基礎となる事項を記載した書類が、地方公共団体の健全化に関する法律その他関係法

令等に基づき、適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。

平成３０年度　日向市財政健全化審査及び経営健全化審査意見

第１　審査の対象

　令和元年８月１日から令和元年８月２８日まで

　実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の

基礎となる事項を記載した書類

　資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

第４　審査の結果

　審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載

した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

　審査の概要及びそれに対する意見は、次のとおりである。
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法非適用
公営企業

水道事業会計

城山墓園事業特別会計

宮崎県後期高齢者医療広域連合

下水道事業会計

日向入郷地域介護認定審査事業特別会計

簡易給水施設特別会計

財光寺南土地区画整理事業特別会計

介護保険事業特別会計(保険事業勘定）

公営住宅事業特別会計

一般会計等以外
の特別会計のう
ち公営企業会計
に係る特別会計
以外の特別会計

一般会計等に
属する
特別会計

一　　　般　　　会　　　計

後期高齢者医療事業特別会計

１　算定対象会計

第三セクターのうち、損失補償契約等を締結していないため要件に該当しない団体

・公益財団法人　日向文化振興事業団

　健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。

公
　
営
　
事
　
業
　
会
　
計

宮崎県北部広域行政事務組合

普
通
会
計

病院事業会計

一部事務組合・
広 域 連 合

日向東臼杵広域連合

簡易水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

・株式会社　日向サンパーク温泉

・株式会社　東郷町ふるさと公社

第三セクター等

法 適 用
公営企業

日向青果地方卸売市場株式会社

実
質
赤
字
比
率 

連

結 
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

資
金
不
足
比
率 
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（単位：％・ポイント）

・財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難と認められ

　将来負担比率は 82.6％で、前年度に比べ 0.4ポイント上昇している。

下回っており、財政の健全基準の範囲である。

るときは、国等の関与により、確実な財政再生が行われることとなる。

25.0

―

―

　実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果、該当の数値は無い。

の２段階で財政悪化をチェックすることが目的である。

・健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決

を経て財政健全化計画を定めることとなる。

350.00.482.282.6将 来 負 担 比 率

（注） 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果が赤字でないため

平成30年度
財政再生
基　　準

早期健全化
基　　　準

区 分 増 減平成29年度

２　健全化判断比率

17.74
――

(△0.17)
実 質 赤 字 比 率

 (△14.89)

　健全化判断比率の状況は、次のとおりである。

―

（△ 2.99)

(0.24)

△ 0.3

　実質公債費比率は 11.1％で、前年度に比べ 0.3ポイント低下している。

・地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐために「早期健全化基準」｢財政再生基準」

連結実質赤字比率
 (△14.65)

―
12.74 20.00

30.00

実 質 公 債 費 比 率 35.0

（△ 3.16)

11.1 11.4

「―」で表示した。各比率の（　）内の数値は計算結果に基づく数値を参考として

【早期健全化基準・財政再生基準の適用】

表示した。

　それぞれの比率については、国の示す基準である早期健全化基準・財政再生基準を
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（単位：％・ポイント）

（単位：千円・％）

　標準財政規模とは、地方公共団体の市税・譲与税・普通交付税などの標準的な規模を示すも

（単位：千円・％）

△ 3,801

普 通 交 付 税 額 5,871,153

臨 時 財 政 対 策 債

　標準財政規模は、前年度に比べ 2億1,986万円（1.4％）減少している。

6,240,383

186,590

△ 5.9

△ 1.4

8,591,110

増減率

2.2

854,497

平 成 29 年 度

△ 4.4

15,466,126

817,273

15,685,990

△ 37,224

合計（標準財政規模）

ものである。

一 般 会 計

平 成 29 年 度平 成 30 年 度

参 考 比 率　(A)／(B)

484,850 30,072

増減額

4.4

△ 66.5

△ 3,704736

485

112311

標 準 財 政 規 模　（B)

489,643

4,286

469,081

15,685,990

平 成 29 年 度

△ 9,510

△ 2.99

区　　　　　　　分

城山墓園事業特別会計

実　　質　　収　　支　　額

公営住宅事業特別会計

財光寺南土地区画整理事業特別会計

3,149

△ 83.4

20,562

△ 219,864 △ 1.4

合　　 　　　　計　（A)

標 準 税 収 入 額 等 8,777,700

平 成 30 年 度

15,466,126

　標準財政規模とは、地方公共団体の市税・譲与税・普通交付税などの標準的な規模を示す

一般会計等の実質赤字額（A）

6.6

区　　　　　　　分

△ 3.16

　実質収支額は 4億8,964万円の黒字となっているため、実質赤字比率の算定ではなく、

△ 40.2

増減率

平 成 30 年 度

454,778

△ 0.17

＝
標準財政規模（B）

増 減

参考としての比率を求めている。

よる。

実質赤字比率

（１）実質赤字比率

　地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化したものであり、比率は次の算式に

一般会計に属する特別会計

△ 88.7

4,440

簡易給水施設特別会計 423

△ 2,1175,266

14,303

△ 369,230

区　　　　　　　分 増 減 額

△ 219,864

36.0

4,793
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（単位：％・ポイント）

（単位：千円・％）

（２）連結実質赤字比率

△ 3.0

△ 1.4

△ 8.2

標 準 財 政 規 模　（C)

合　　　　　計　（A）＋（B）

15,466,126

小　　 　　　　計　（B)

15,685,990 △ 219,864

1,557,152

2,266,731 2,337,049 △ 70,318

一 般 会 計

△ 88.74,286

484,850 454,778

城山墓園事業特別会計 485

△ 83.4△ 3,704

公営住宅事業特別会計

―

172.2

47,001

△ 171,264

275

837,638 779,897 57,741

7,899 3.1

1,114,418

169,332

0

8,050

△ 13.3

30,072

311

7.4

7,775

△ 3,801

△ 2,117

後期高齢者医療事業特別会計

△ 4,905

41,809

164,427

0

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計
　(保険事業勘定）

財光寺南土地区画整理事
業特別会計

736

253,914

423

小　　 　　　　計　（A)

一般会計
以外の特
別会計の
うち公営
企業に係
る特別会
計以外の
会計

一般会計
に属する
特別会計

簡易給水施設特別会計

法適用
企　業

水道事業会計

病院事業会計

日向入郷地域介護認定審査事
業特別会計

36.0112

218.8

3.5

31.3

32,25814,743

2,363

増減率

0

133,709

平 成 29 年 度 増 減

0.24

△ 40.2

△ 2.9

3,149

4,440

区　　　　　　　分
増減額平 成 29 年 度

＝

区　　　　　　　分

連結実質赤字比率

平 成 30 年 度

平 成 30 年 度

なく、参考としての比率を求めている。

実質収支額（法適用・法非適用企業については資金不足額・剰余額）

であり、比率は次の算式による。

△ 14.89△ 14.65

　連結実質収支額は 22億6,673万円の黒字となっているため、連結実質赤字比率の算定では

参考比率 (A)+(B)／(C)

標準財政規模（C）

連結実質赤字額 (A)+(B)

　すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化したもの

下水道事業会計

農業集落排水事業特別会計

法非適
用企業 2,126

△ 128,0591,429,093

261,813

6.6

1,285,682

47.5

3,735 1,372

1,441 685

175,518

簡易水道事業特別会計

5,266
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（単位：％・ポイント）

（単位：千円・％）

（単位：％）

 

4,060,736 4,495,910 4,634,926

C ＋ D　合　計 2,657,430 3,032,218 3,139,631

平成30年度 平成29年度 平成28年度

8.1

11.4

7.2

6.4

（未算定）

11.1

県内市町村(平均値)の比率 7.7

（未算定）

（未算定）

全国市町村(平均値)の比率

（３）実質公債費比率

平 成 30 年 度

平 成 30 年 度 平 成 29 年 度

標準財政規模 15,676,301

区　　　　　　　分

実 質 公 債 費 比 率

E

実質公債費比率(単年度）

類似団体(平均値)の比率

C 特定財源

D
元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額

A 元利償還金

B 準元利償還金

A ＋ B　合　計

平成 28 年度区　　　　　　　分

3,325,736

735,000

3,757,344

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D

平 成 29 年 度 増 減

標準財政規模 E －

区　　　　　　　分

△ 0.3実質公債費比率(３か年平均）

＝

11.1 11.4

　実質公債費比率は、次のとおりである。

の３か年平均

（ 元利償還金 A ＋ 準元利償還金 B ）－（ 特定財源 C ＋
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D ）

　借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化したものであり、比率は次の算式に

よる。

実質公債費比率

443,233

11.43213

15,685,990

3,914,899

720,027

543,090

2,596,541

11.6

2,588,985

7.5

155,890

738,566

10.82415 11.17578

6.9

2,501,540

15,466,126
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（単位：％・ポイント）

（単位：千円・％）

（単位：％）

△ 2,173,075 △ 5.5 B　充当可能財源 39,254,833

（未算定）

79.2

将来負担額 A －（充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額 ＋ 

区　　　　　　　分

類似団体(平均値)の比率 33.1

13,097,005

82.2

（未算定）

15,685,990

元利償還金・準元利償還金に
係る基準財政需要額算入額

C － D 　合　計

D

31.3

16.1 19.5

特定財源見込額

地方債現在高等に係る基
準財政需要額算入見込額

A 将来負担額

37,081,758

82.6

△ 2,233,644

区　　　　　　　分

A － B 　合　計 10,710,523

0.482.2

平 成 30 年 度 平 成 29 年 度

標準財政規模 C － 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 D

将 来 負 担 比 率

増減率

＝

平 成 29 年 度平 成 30 年 度

将来負担比率

　地方公共団体の一般会計の借入金(地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現

区　　　　　　　分 増 減

50,025,925

82.6

時点での残高の程度を指標化したものであり、比率は次の算式による。

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 ) B

（４）将来負担比率

　将来負担比率は、次のとおりである。

9,176,384

29,235,813

△ 4.5

増 減 額

47,792,281

△ 60,569

704,814 842,636

8,102,706

△ 3.3

10,771,092

28,274,238

C

2,588,985 △ 87,445 △ 3.42,501,540

15,466,126 △ 219,864標準財政規模 △ 1.4

△ 132,419

平 成 30 年 度

33.7 34.5

平 成 29 年 度

12,964,586

平成 28 年 度

将 来 負 担 比 率

全国市町村(平均値)の比率

県内市町村(平均値)の比率

△ 1,073,678

△ 961,575

△ 1.0

△ 0.6

△ 137,822

充当可能基金額

（未算定）

△ 16.4

△ 11.7
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（単位：％・ポイント）

事業の規模   営業収益の額－受託工事収益の額
（法適用企業）

事業の規模   営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額
（法非適用企業）

画を定めることとなる。　

－－

資金の不足額（A)

平成30年度

　資金不足比率の状況は、次のとおりである。

－

＝

　資金不足比率は、いずれも国の示す基準では、財政の健全段階の範囲である。

＝

＝

資金の不足額

下 水 道 事 業 会 計

20.0

＊事業の規模

事業規模（B)

＊資金の不足額

病 院 事 業 会 計

－

起こした地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額　

水 道 事 業 会 計

平成29年度

－

－

・資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て経営健全化計

－

３　資金不足比率

－

　公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模と比較して標準化したものである。

－

（法適用企業）

資金不足比率

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てる為に

（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の
（法非適用企業）

　比率は次の算式による。

－

－

農業集落排水事業特別会計 －

＝
経費の財源に充てる為に起こした地方債の現在高）－解消可能資金不足額

資金の不足額

＝

【経営健全化基準の適用】

－

－

　いずれの会計も資金剰余額を生じており、資金不足比率は「―」で表示した。

増 減

－

経営健全化
基　　　準

区 分
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【法適用企業】

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

【法非適用企業】

（単位：千円）

（単位：千円）

増 減 額

平 成 29 年 度

1,285,682

62,769

1,057,405

増 減 額

△ 1,258

23,919

3,735

36,352

2,363

57,171

平 成 29 年 度

平 成 29 年 度

1,068,383

平 成 29 年 度

資 金 剰 余 額

増 減 額

1,372

14,743

事 業 規 模

101,748

事 業 規 模 35,094

△ 10,978

32,258

△ 171,264

平 成 30 年 度

B

A 1,114,418

水道事業会計

事 業 規 模B

A

増 減 額

区　　　　　　　分 平 成 30 年 度

平 成 30 年 度

B

区　　　　　　　分 平 成 30 年 度

農業集落排水事業特別会計

病院事業会計

47,001

資 金 剰 余 額

区　　　　　　　分

資 金 剰 余 額

簡易水道事業特別会計

事 業 規 模B 125,667

A

資 金 剰 余 額 2,126 1,441

529,585

A

7,899

区　　　　　　　分

資 金 剰 余 額 261,813

△ 5,598

下水道事業会計

区　　　　　　　分 増 減 額

685

△ 7,136

平 成 30 年 度 平 成 29 年 度

A

事 業 規 模

253,914

B

522,449
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べ 0.17ポイント低下している。

万円、一般会計 3,007万円等の増加はあるものの、法適用企業である水道事業会計 

1億7,126万円、国民健康保険事業特別会計 491万円等の減少によるものである。

３　実質公債費比率について

　一般会計等の公債費及び公営事業会計の元利償還などの元利償還金・準元利償還金は

に比べ 21億7,308万円（5.5％）の減少となっている。

　この結果、将来負担比率は 82.6％で、前年度に比べ 0.4ポイント上昇しているものの、

早期健全化基準を下回った数値となっている。

　一般会計等が将来負担する可能性のある将来負担額は 477億9,228万円で、前年度に比べ

22億3,364万円（4.5％）減少しており、充当可能な財源は 370億8,176万円となり、前年度

40億6,074万円で、前年度に比べ 4億3,517万円（9.7％）減少している。

４　将来負担比率について

５　資金不足比率について

　公営企業における法適用企業の資金剰余額は、水道事業会計で 11億1,442万円となり、前

　連結実質収支額等の合計は 22億6,673万円の黒字で、前年度に比べ 7,032万円（3.0％）

の減少となった。この結果、連結実質赤字比率の算定ではなく、参考としての比率は

△14.65％となり、前年度に比べ 0.24ポイント上昇している。

　これは主に、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）4,181万円、病院事業会計 3,226

2億1,986万円（1.4％）の減少となっている。

　この結果、実質公債費比率は、単年度では 10.8％で、前年度に比べ 0.4ポイント、３か

年平均では 11.1％で、前年度に比べ 0.3ポイント低下しており、早期健全化基準を下回っ

た数値となっている。

　一方、一般財源の標準的な規模を示す標準財政規模は 154億6,613万円で、前年度に比べ

年度に比べ 1億7,126万円の減少、また下水道事業会計は 2億6,181万円となり、前年度に比

べ 790万円の増加となった。病院事業会計は 4,700万円となり、前年度に比べ 3,226万円の

増加となっている。

２　連結実質赤字比率について

１　実質赤字比率について

　一般会計等の実質収支額の合計は 4億8,964万円の黒字で、前年度に比べ 2,056万円

（4.4％）の増加となった。

　一方、一般財源の標準的な規模を示す標準財政規模は 154億6,613万円で、前年度に比べ

2億1,986万円（1.4％）の減少となっている。

　この結果、実質赤字比率の算定ではなく、参考としての比率は △3.16％で、前年度に比

第５　ま　と　め
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　以上のとおり、本市における健全化判断比率等は、いずれも国の示す基準値を下回っている

している。

対応するためには引き続きの改善が望まれる。

　法非適用企業の資金剰余額は、簡易水道事業特別会計 374万円、農業集落排水事業特別会

計 213万円で、前年度に比べ簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計ともに増加

ものの、既存の公共施設に係る維持保全・更新コストの増大など、将来の財政負担増加要因に
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